
公共下水道を利用している工場・事業場のみなさまへ 

 

 

 

 

 

水資源再生センターでの汚水の処理は微生物の働きを利用しています。そのため、多量の油

分、重金属、農薬等の有害物質が下水道へ流されると、水資源再生センターに悪影響を与え、

河川などの環境を汚染してしまうおそれがあります。 

 

このようなことから、「下水道法」や「大分市公共下水道条例」では、下水道に排水を流す場合

の水質基準（下水排除基準）を定めています。 

下水道にとって障害となる物質は、工場・事業場で前もって取り除かなければなりません。 

 

昨今、多量の油分が処理場に流れ込み、その処理に苦慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、下水道へ悪影響を与える可能性のある物質が流入する事故等が発生した場合は、直

ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況等を大分市に届け出てください（特定事業場につ

いては、下水道法により事故時の措置が義務付けられています）。 

 

 

お問い合わせ先 ： 上下水道局 営業課  ０９７－５３７－５６４１ 

 

水資源再生センター 
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下水道ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
スイスイ 

悪質下水の放流 

油分が多量に流入したため、ポン 
プ室でソフトボール（3 号：直径約 
9.7cm）と同じくらいの大きさの油 
のかたまり（オイルボール）がたく 
さんできてしまっています。 

ソフトボール（３号） 


